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第４章 環境配慮事項 

対象事業を計画するに当たって、環境の保全について配慮した事項は、次のとおりです。 

 

１ 基本的配慮 

(1) 事業計画地の選定 

事業計画地は、昭和５５年１０月にごみ焼却場として都市計画決定されました。これを受

け、昭和５８年３月に現安佐南工場が稼動開始し、現在に至っています。 

事業計画地は、現工場を解体した跡地とし、大規模な地形改変や樹木等の伐採を最小限に

抑えるとともに、動植物への影響を回避、低減します。 

また、事業計画地は、「住み」、「学び」、「憩う」という複合機能を備えた10万人規模

の新たな都市拠点として、市、民間開発事業者、地域住民が適切な役割分担と協力関係のも

と一体となって建設を進めている「ひろしま西風新都」の計画区域内にあるため、事業の実

施にあたっては、施設を景観に配慮した構造や色彩にするとともに、敷地内の緑化を図るこ

とにより、自然環境や周辺住宅地区との調和に努めます。 

(2) 改変面積の最小化 

事業計画地における施設の配置及び事業計画地への接続道路の検討に当たっては、土地の改変

や樹木等の伐採を最小限とし、影響の最小化に努めます。 

(3) 工事に係る配慮 

工事においては、建設機械等の空ぶかし、高負荷運転を避け、大気汚染、騒音及び振動の

発生防止に努めるとともに建設廃棄物、残土の発生を抑制し、再利用や適正処理に努めます。 

工事から発生する排水は、適正な処理を行った上、公共下水道へ放流することとし、周辺

河川への影響を回避します。 

なお、現工場の解体工事においては、作業によって生じる排気、排水及び解体廃棄物によ

る周辺環境への影響を防止するとともに、厚生労働省通知に基づいたﾀﾞｲｵｷｼﾝ類調査を行うこ

とにより周辺の環境保全に万全を期します。 

 

２ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

(1) 大気汚染物質の発生抑制 

施設から発生する排ガス中のばいじん、硫黄酸化物等の有害物質については、ろ過式集じ

ん器、有害ガス除去装置、脱硝装置などの高度技術を導入し、法規制値以上の排出濃度の低

減を図るとともに、排出量についても実行可能な範囲でできる限り低減化に努めます。 

(2) 騒音対策 

送風機、ポンプなどの大きな音の出る機器類は、原則として建物内部に設置します。また、
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開口部を必要とする機器類は、低騒音型を採用し、騒音の発生防止に努めるとともに、必要

に応じて防音対策をし、騒音の低減に努めます。 

(3) 悪臭の発生防止 

施設内に脱臭装置や消臭剤噴霧装置を設置するとともに、ごみ収集車の洗車装置を設置し、悪

臭の発生防止に努めます。 

(4) 水質汚濁物質の発生抑制 

排ガス洗浄水など焼却処理に伴う排水については、適正な処理を行った上、一部を施設内のガ

ス冷却塔等において再利用を行い、その他を公共下水道へ放流し、周辺河川への影響を回避しま

す。 

生活排水については、公共下水道へ放流することとし、周辺河川への影響を回避します。 

 

３ 人と自然との豊かな触れ合いの確保 

施設は景観に配慮した構造、色彩にするとともに、敷地内は植栽等により自然環境や周辺住

宅地との調和に努めます。 

 

４ 環境への負荷（地球環境の保全） 

(1) 二酸化炭素の排出量の抑制 

ごみ焼却に伴い発生する余熱を発電や給湯に使用することにより、二酸化炭素の排出量を低減

するように努めます。 

(2) 廃棄物の再利用 

焼却灰・集じん灰は溶融固化を行い、廃棄物の無害化、減容化を図るとともに、溶融固化物の

再生利用に努めます。 
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第５章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の項目及び調査等の手法は、「広島市環境影響評価条例」(平成11年 広島市条例

第30号)に基づき定められた「技術指針」（平成11年 広島市公告）を踏まえ以下のように選定し

ます。 

１ 環境影響評価の項目の選定 

環境影響評価の項目については，事業特性及び地域特性を勘案し，表5-1.1に示すとおり選定

しました。影響要因と環境要素の細区分との関係等については表5-1.2に示すとおりです。 
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存在

造成等
の施工
による
一時的
な影響

建設機
械の稼
動

資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行

二酸化硫黄 ○
窒素酸化物 ○ ○ ○ ○ ○
浮遊粒子状物質 ○ ○ ○ ○
塩化水素 ○
ダイオキシン類 ○ ○
粉じん等 ○ ○

騒音 騒音 ○ ○ ○ ○ ○
振動 振動 ○ ○ ○ ○ ○
悪臭 悪臭 ○ ○

水の汚れ
水の濁り ○
富栄養化
溶存酸素
有害物質
水温

底質 底質
地下水汚染 地下水汚染

水源
河川流、湖沼
地下水、湧水
海域
水辺環境

地形・地質 現況地形・地質等
地盤沈下 地盤沈下
土壌汚染 土壌汚染 ○ ○
日照阻害 日照阻害 ○
電波障害 電波障害 ○
風害 風害

重要な種及び注目すべ
き生息地

○ ○ ○ ○

重要な種及び群落 ○ ○

地域を特徴づける生態
系

○ ○ ○ ○

主要な眺望点及び景観資
源並びに主要な眺望景観 ○

主要な人と自然との触
れ合いの活動の場 ○ ○ ○

文化財

廃棄物 ○ ○ ○
残土 ○
二酸化炭素 ○
その他の温室効果ガス ○
オゾン層破壊物質

○ ○ ○
○

供用

　　　　　　　　　　影響要因の区分

　　環境要素の区分

景観

大
気
質

施設の
稼動

動物

植物

生態系

工事の実施

人と自然との触れ合
いの活動の場

文化財

地域イメージ
健康と保健

現工場
解体工
事

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持

水質

水象

大
気
環
境

水
環
境

土
壌
環
境

その他
の環境

廃棄物
の搬出
入

廃棄物
の発生

表5-1.1  環境影響評価の項目

環境への
負荷

廃棄物等

温室効果ガス等

地形改
変後の
土地及
び施設
の存在

生物の多
様性の確
保及び自
然環境の
体系的保
全

人と自然
との豊か
な触れ合
いの確保

工場建替本体工事
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表 5-1.2(1) 影響要因と環境要素 

工事の実施 存 在 供用 
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

二酸化 
硫黄 

     ○   

工事 の実施 においては、現工場解体工事、 工場建替本
体工事 における 建 設機械 の 稼働及 びに 工事用車両 の
運行 により二酸化硫黄の発生が 考 えられるが、建設機
械及 び 工事用車両 の 運行 による 排 ガス に 含 まれる 二
酸化硫黄 の 濃度 は極 めて小 さいため、 大気質への 影響
は考 えられないことから項目として選定しない。 
供用後においては、 施設の 稼働 により 二酸化硫黄 が発
生し 、大気質への影響 が考 えられる。 

窒素 
酸化物 

○  ○ ○  ○ ○  

工事 の実施 においては、現工場解体工事、 工場建替本
体工事 における 建設機械 の 稼働及 び 工事用車両 の 運
行により 窒素酸化物 が 発生 し、 大気質 への 影響が 考え
られる。 
供用後にお いては、 施設の 稼働及びごみ収集車等 の運
行により 窒素酸化物 が 発生 し、 大気質 への 影響が 考え
られる。 

浮遊粒子
状物質 

○   ○  ○ ○  

工事 の実施 においては、現工場解体工事、 工場建替本
体工事 における 工事用車両 の 運行 により 浮遊粒子状
物質 が発生 し、 大気質への 影響 が 考えられる。 
供用後においては、 施設の 稼働及びごみ収集車等 の運
行により 浮遊粒子状物質が 発生 し 、大気質 への影響が
考えられる。 

塩化水素      ○   

工事 の実施 においては、塩化水素の発生は 想定されな
いため、 大気質への 影響は 考えられないことから 項目
として選定 しない。 
供用後においては、 施設の 稼働 により 塩化水素が 発生
し、 大気質への 影響 が 考えられる。 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
類 

○     ○   

工事 の実施 においては、現工場解体工事によりダイオ
キシン類 の 飛散 の恐 れがあり、 大気質 への 影響が 考え
られる。 
供用後においては、 施設の 稼働 により ダイオキシン類
の発生の 恐 れがあり 、 大気質への 影響 が考 えられる。  

環 境 の
自 然 的
構 成 要
素 の 良
好 な 状
態 の 保
持 

大
気
環
境 

大 気 質 

粉じん等 ○  ○      

工事 の実施 においては、現工場解体工事及 び 工場建替
本体工事 における 建設機械 の 稼働 により 粉 じんが 発
生し 、大気質への影響 が考 えられる。 
供用後 においては 、 粉 じん 等 の 発生 の 恐 れがないた
め、 大気質への 影響 は 考えられないことから項目 とし
て選定しない。 
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表 5-1.2 (2) 影響要因と環境要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の実施 存在 供用  
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

騒  音 騒音 ○  ○ ○  ○ ○  

工事 の 実施 においては 、 現工場解体工事 、 工場建替
本体工事における建設機械の 稼働及 び工事用車両の
運行 により 騒音 が 発生 し 、計画地周辺及 び 車両 の 運
行 ルート 沿 いに 立地 する 民家 への 影響 が 考 えられ
る。 
供用後においては、施設の 稼働及びごみ収集車等 の
運行 により騒音 が発生 し、計画地周辺及び 車両の 運
行 ルート 沿いに 立地 する 民家 への 影響が 考 えられ
る。 

振  動 振動 ○  ○ ○  ○ ○  

工事 の 実施 においては 、 現工場解体工事 、 工場建替
本体工事における建設機械の 稼働及 び工事用車両の
運行 により 振動 が 発生 し 、計画地周辺及 び 車両 の 運
行 ルート 沿 いに 立地 する 民家 への 影響 が 考 えられ
る。 
供用後においては、施設 の稼働及びごみ 収集車等の
運行 により 振動 が 発生 し 、計画地周辺及 び 車両 の 運
行 ルート 沿 いに 立地 する 民家 への 影響 が 考 えられ
る。 

環境の自
然的構成
要素の良
好な状態
の保持 

大
気
環
境 

悪  臭 悪臭      ○ ○  

供用後においては、施設 の稼働及びごみを搬入 する
ごみ 収集車 の運行 により悪臭 の 発生 の恐 れがあり、
計画地周辺及び 車両の 運行ルート沿 いに 立地する 民
家への影響 が考 えられる。 
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表 5-1.2(3) 影響要因と環境要素 

 

 

工事の実施 存在 供用 
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

水 質 水の濁り  ○       

工事中の 排水及 び 供用後の 施設 からの 排水 について
は、下水道排除基準に 適合 するよう処理 した 後、公 共
下水道へ 排出するため、水質 への 影響 は 考えられない
ことから 項目として 選定しない 。ただし、造成等 の 施
工時 において雨水により水 の濁 りの発生が 想定され 、
水質 への 影響が 考えられる 。 

底 質         

工事中の 排水及 び 供用後の 施設 からの 排水 について
は、下水道排除基準に 適合 するよう処理 した 後、公共
下水道に 排出するため、底質 への 影響 は 考えられない
ことから 項目として 選定しない 。 

地下水汚染         
工事中及 び 供用後において 、地下水を 汚染するような
工法 、行為及び 設備設置をしないため 、地下水汚染は
考え られないことから項目 として選定 しない。 

        

環 境 の
自 然 的
構 成 要
素 の 良
好 な 状
態 の 保
持 
 

水
環
境 

水 象 

        

工事中において 、大規模な 地盤掘削は 行 わない、地下
水の 汲上 げや湧水の 利用計画がない、水辺環境を 改変
する 計画 がない 及 び 工事中 の 排水及 び 供用後の 施設
からの排水 については公共下水道に排出するため 、水
象 への影響 は 考 えられないことから項目として 選定
しない。 
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表 5-1.2(4) 影響要因と環境要素 

 

 

 

工事の実施 存在 供用 
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

地 形・
地質 

現況地形･ 
地質等 

  

      

本事業の 実施 に 際 し、 大規模な 地形 の改変 は 行わな
い。 また 、事業地周辺 には 重要 な 地形・ 地質 がない
ため 、地形･ 地質 への影響は 考 えられないことから 項
目として 選定しない 。 

地盤 
沈下 

地盤沈下 
  

      
本事業の 実 施に 際し 、大規模 な地盤掘削 は行 わない
及び 地下水の汲 み上 げは行 わないため 、地盤沈下は
考えられないことから項目 として選定 しない。 

土
壌
環
境 

土壌 
汚染 

土壌汚染 ○     ○   

工事 の実施 においては、現工場解体工事 によりﾀﾞｲｵｷ
ｼﾝ類及 び 有害物質の 飛散 の 恐 れがあり、 土壌汚染 が
考えられる。 
供用後においては、施設 の稼働によりﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の 発
生の 恐れがあり 、土壌汚染 が考 えられる。 

日照 
阻害 

日照阻害     ○    
供用後においては、施設 の 存在 により、 日照阻害 が
考えられる。 

電波 
障害 

電波障害     ○    
供用後においては、施設 の 存在 により、 テレビジョ
ン等地上電波の 受信障害が 考えられる 。 

環境 の
自 然 的
構 成 要
素の 良
好な 状
態の 保
持 そ

の
他
の
環
境 風 害 風 害         工事 の 実施及 び 施設の 存在 による風害の 恐 れがない

ことから 項目として 選定しない 。 
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表 5-1.2(5) 影響要因と環境要素 

 

工事の実施 存在 供用 
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

動  物 
重要な種及び
注目すべき生
息地 

○  ○  ○ ○   

本事業 の 実施に 際 し 、大規模 な地形 の 改変 は 行 わな
いが、 工事 の実施 においては、建設機械の 稼動 によ
り騒音が 発生し 、動物 への 影響 が 考えられる。 
供用後 においては、 施設 の 稼働により 周辺 の 植生へ
影響が 考 えられ 、 間接的 に 動物への 影響が 考 えられ
る。 

植  物 
重要な種及び
群落 

    ○ ○   

本事業 の 実施に 際 し 、大規模 な地 形 の 改変行わない
が 、施設 の 稼働 により周辺 の 植生 へ 影響が 考 えられ
る。 

生 物 の
多 様 性
の 確 保
及 び 自
然 環 境
の 体 系
的保全 

生 態 系 
地域を特徴づ
ける生態系 

○  ○  ○ ○   

本事業 の 実施に 際 し 、大規模 な地形 の 改変 は 行 わな
いが、 工事 の実施 においては、建設機械の 稼動 によ
り騒音が 発生し 、生態系への影響 が考 えられる。 
供用後 においては、 施設 の 稼働により 生態系へ 影響
が考 えられる。 

景  観 

主要な眺望点
及び景観資源
並びに主要な
眺望景観 

    ○    

工事の 実施 においては、 一般的な 建設機械 を 用 いる
ため景観 への影響 は 想定 さ れないことから 、 項目と
して 選定 しない 。 
供用後 においては、 施設 の 存在により 、景観 への影
響が 考えられる 。 

人 と 自 然
と の 触 れ
合 い の 活
動の場 

主要な人と自
然との触れ合
い活動の場 

○   ○   ○  

工事の 実施及び 供用後において、 工事用車両及びご
み 収集車両等の 運行 により、 人と 自然 との 触 れ 合い
活動 の場 への影響が 考 えられる 。 

人 と 自
然 と の
豊 か な
触 れ 合
い の 確
保 

文 化 財 文化財         

本事業 の 実施に 際 し 、大規模 な地形 の 改変 は 行 わな
い 、及 び 事業地周辺には 文化財は 存在 しないため、
文化財 への 影響 は 考 えられないことから項目 として
選定 しない。 
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表 5-1.2(6) 影響要因と環境要素 

 

 

工事の実施 存在 供用 
工 場 建 替 本 体 工 事  

 
 
 

影響要因の区分  
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 
 
 

 

現

工

場

解

体

工

事 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建

設

機

械

の

稼

働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

廃
棄
物
の
搬
出
入 

廃
棄
物
の
発
生 

選定する理由 

廃棄物 ○ ○      ○ 

工事の 実施 においては、 現工場解体工事、 工場建替
本体工事における造成等 の 施工による 建設副産物等
の発 生が 考 えられる 。 
供用後 においては、 焼却灰等の廃棄物 の発生 が 考え
られる。 廃棄物等 

残土  ○       

工事の 実施 においては、 現工場解体工事では 残土は
発生 しないことから 項目として 選定しない 。 
工場建替本体工事における造成等 の 施工において、
地盤掘削 による 残土 の 発生 が考 えられる。 

二酸化炭素      ○   

工事の 実施 においては、 現工場解体工事、 工場建替
本体工事における建設機械の 稼働及び 工事用車両の
運行により 多量 な 二酸化炭素の発生 は 想定 されない
ことから 項目として 選定しない 。 
供用後 において は 、 施設 の 稼働により 二酸化炭素の
発生 が考 えられる。 

その他の温
室効果ガス 

     ○   

工事の 実施 においては、 現工場解体工事、 工場建替
本体工事における建設機械の 稼働及び 工事用車両の
運行により 多量 なその他 の 温室効果ガスの 発生 は考
えられないことから 項目として 選定しない 。 
供用後 においては、 施設 の 稼働により 一酸化二窒素
の発生が 考 えられる 。 

環 境 へ
の 負 荷 

温室効果
ガス等 

オゾン層の
破壊物質 

        
本事業 の 実施に 際 し 、オゾン 層の 破壊物質 の 多量な
発生 は 想定 さ れ な い こ と か ら 項目 と し て 選定 しな
い。 

地域イメージ     ○ ○ ○  
施設の 存在 、施設 の 稼動及びごみ 収集車の 運行 によ
り地域イメージ への 影響が 考えられる 。 

健康と保健      ○   施設の 稼動 により健康と 保健 への 影響 が生 じる 恐れ
がある。 
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2  調査、予測及び評価の手法 

(1) 取り組みの基本的考え方 

環境影響評価に係る調査、予測及び評価の手法は以下に示すとおりです。 

○ 現地調査は、平成14・15年度実施した調査結果を活用し、対応できない事項についてのみ新た

に実施します。 

○ 事業計画地周辺の開発事業を考慮した環境影響評価を実施します。 

○ 予測の方法については、環境影響評価において一般的に使われている方法としますが、大気質

については事業計画地が丘陵地にあるため特別に地形を考慮した方法とします。 

○ 大気質、土壌汚染等については、安佐南工場に係る既往調査等と比較を行うため環境モニタリ

ング的な調査も実施します。 
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表5-2.1 予測手法一覧 
環境要素 定量的予測 定性的予測 

大気質 

・工事中の建設機械排ガス (二酸化窒素)及び供用時の施設排ガスにつ
いては地形の影響を考慮した三次元数値解析手法に基づき大気中の
濃度を予測します。 

・工事用車両排ガス及びごみ収集車等排ガスについては道路環境影響評
価の技術手法((財)道路環境研究所 平成12年)に基づき大気中の濃
度を予測します。 

・現工場解体工事中の排気中のダイオキシン類及び粉じん等について事例の
引用又は解析により周辺大気質への影響の程度を予測します。 

騒音 

・工事中の建設作業騒音については騒音伝搬モデルによる距離減衰式、
工事用車両からの道路交通騒音については日本音響学会による道路
交通騒音予測式(ASJ RTN-Model 2003)により騒音レベルを予測しま
す。 

・供用時の施設騒音については騒音伝搬モデルによる距離減衰式、ごみ
収集車等からの道路交通騒音については日本音響学会による道路交
通騒音予測式(ASJ RTN-Model 2003)により騒音レベルを予測します。 

― 

振動 

・工事中の建設作業振動については距離減衰式、工事用車両からの道路
交通振動については建設省土木研究所提案式により振動レベルを予
測します。 

・供用時の施設振動については距離減衰式、ごみ収集車等からの道路交
通振動については建設省土木研究所提案式により振動レベルを予測
します。 

― 

悪臭 

・供用時の施設排ガスについて悪臭防止法施行規則（昭和４７年、総理
府令第３９号）に規定する大気拡散式により臭気指数を予測します。 

・供用時の施設からの悪臭の漏洩について既存事例、環境保全措置の内容
等により周辺への影響の程度を予測します。 

・ごみ収集車からの悪臭について環境保全措置の内容等により周辺への影
響の程度を予測します。 

水質 
・工事中の降雨による水の濁りについて浮遊物質量（SS）の濃度を沈降
理論式により予測します。 

― 

土壌環境 ― 

・現工場解体工事中のダイオキシン類の飛散について事例の引用又は解析
により周辺土壌環境への影響の程度を予測します。 

・供用時の有害物質について土壌調査結果、大気質予測結果等により周辺
土壌への影響の程度を予測します。 

日照阻害 
・供用時の日影について、太陽高度と建築物の形状から日影を求める理
論式により冬至日における日影時間を予測します。 

― 

電波障害 
・供用時の受信障害について、遮蔽障害予測式及び反射障害予測式により
予測します． 

 

動物 ― 

・工事中の騒音振動による貴重な動物の繁殖への影響について科学的知見や
類似例を参考に予測します。 

・施設の存在・供用による貴重な動物及びその生息環境の消滅並びに改変
の程度について科学的知見や類似事例を参考に影響の程度を予測します。 

植物 ― 
・施設の存在・供用による貴重な植物、その生育環境の消滅及び改変の程
度並びに松枯れについて科学的知見や類似事例を参考に影響の程度を予
測します。 

生態系 ― 

・工事中の騒音振動による動物の繁殖への影響による生態系の変化及び施
設の出現による生態系の構造や関連性について注目種の生態及び注目種
と他の動植物との関係を踏まえ、科学的知見や類似事例を参考に影響の
程度を予測します。 

景観 ― 
・地形改変後の土地及び施設の存在による景観構成要素の消滅の有無及び
改変の程度について、フォトモンタージュを作成することにより周辺か
らみた景観上の影響の程度を予測します。 

人と自然との触れ
合いの活動の場 

― 
・工事用車両及びごみ収集車等の運行による人と自然との触れ合いの活動
の場の利用性の変化、快適性の変化について変化の程度を予測します。 

廃棄物 
・工事中の建設副産物、ﾀ゙ ｲｵｷｼﾝ類汚染物、残土について事業計画に基
づき発生量を予測します。 

・供用時の一般廃棄物について事業計画に基づき発生量を予測します。 
― 

温室効果ガス ・供用時の施設排ガスについて事業計画に基づき発生量を予測します。 ― 

地域イメージ ― 
・施設の存在・供用及びごみ収集車等の運行による影響について、アンケー
ト調査結果の解析による地域イメージへの影響を予測します。 

健康と保健 ― 
・施設の供用による健康と保健への影響について、疾病状況調査、現安佐南
工場と新安佐南工場の比較等を参考に検討します。 
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(2) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

① 大気環境 

ア 大気質 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の大気環境濃度の状況把握 
・地域の気象概況の把握 
・予測、評価のためのバックグラウンド濃度の把握 
・予測のための気象データの把握 

 

(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 
｢環境白書｣（広島県）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 
 

(ｳ) 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度 
二酸化硫黄 
窒素酸化物 
浮遊粒子状物質 

環境基準(昭和48年環境庁告示第25号、昭和53
年環境庁告示第38号)に規定する方法 

事業計画地周辺4
地点(A1～4) 

塩化水素 大気汚染物質測定法指針(昭和62年、環境庁大
気保全局大気規制課)に規定する方法 

事業計画地周辺5
地点(A1～5) 

一酸化炭素 
光化学ｵｷｼﾀ゙ ﾝﾄ 

環境基準(昭和48年環境庁告示第25号)に規定
する方法 

炭化水素 環境大気中の鉛・炭化水素の測定方法につい
て(昭和52年環境庁大気保全局長通達)に規定
する方法 

平成14～15年度 
7日間連続×4季 

ﾍﾞﾝｾ ﾝ゙ 
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

環境基準(平成9年環境庁告示第4号)に規定す
る方法 

事業計画地周辺1
地点(A2) 

 

平成14～15年度 
1回/日×4季 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 環境基準(平成11年環境庁告示第68号)に規定
する方法 

ﾃﾞｨｰｾ゙ ﾙ排気粒子 大気中微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度測定方
法暫定ﾏﾆｭｱﾙ(平成12年、環境庁大気保全局企画
課)に規定する方法 

平成14～15年度 
7日間×1回/日
×4季 

大 

気 
質 

環境ﾎﾙﾓﾝ等※ ※に示す項目ごとに示されている方法 

事業計画地周辺5
地点(A1～5) 

 

平成14年度 
1回/日×1回 

地上気象 
(風向風速、気温、
湿度、日射量、放射
収支量) 

事業計画地及び
周辺1地点(M1、
M1’) 

平成14～15年度 
1年間 

気 

象 上層気象 
(風向風速、気温) 

気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101
号)等に規定する方法 

事業計画地周辺 
1地点(M2) 

平成14～15年度 
7日間×8回/日
×4季 

植
物
体 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 
(樹木の葉) 

高分解能GC-MSによる分析 事業計画地周辺 
5地点（P1～5） 
 

平成14年度 
1回 

注1：ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排気粒子の調査において、実際の測定項目はPM2.5である 
注2：地上気象はM1が風向・風速、M1’が気温・湿度・日射量・放射収支量 
※ ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ：化学物質と環境(平成7年)に示される方法 

ｴﾁﾚﾝ        ：横浜国立大学環境科学研究センター紀要12；1・9(1985)に示される方法 
ﾋﾟﾚﾝ        ：化学物質と環境(平成12年)に示される方法 
ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ     ：化学物質と環境(平成12年)に示される方法 
ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ：有害大気汚染物質測定方法ﾏﾆｭｱﾙ(平成10年)に規定する方法 
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（ェ）予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

現工場解体工
事 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 
ダイオキシン類 
粉じん等 

建設機 
械の稼働 

二酸化窒素 
粉じん等 

地形の影響を考慮し
た三次元数値解析手
法又は事例の引用又
は解析 

事業計画地周辺 

工事の実施 
工
場
建
替
本
体
工
事

工事用車
両等の運
行 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 

道路環境影響評価の技
術手法((財)道路環境
研究所 平成12年) 

工事用車両等の
運行ルート沿道 

工事による影響
が最大となる時
期 

施設の稼働 二酸化硫黄 
二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 
塩化水素 
ダイオキシン類 

地形の影響を考慮した
三次元数値解析手法 

事業計画地周辺 

存在・供用 

ごみ収集車等
の運行 

二酸化窒素 
浮遊粒子状物質 

道路環境影響評価の技
術手法((財)道路環境
研究所 平成12年) 

ごみ収集車等の
運行ルート沿道 

施設が定常的な
稼働となる時期 

 

（ォ）評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討するとともに、 
環境基準との整合性が図られているか否かについても検討します。 
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 P1 

A6 P5 

M2 

M1' 

2.0㎞ 

1.0㎞ 

0.5㎞ 
P2 

P3 

P4 

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

M1 

凡 例 

 事業計画地 
 大気質(A1～6) 
 地上気象(M1,M1'),上層気象(M2) 
 植物体(P1～5) 
注：地上気象はM1が風向･風速、M1'が気温･ 

湿度･日射量･放射収支量 

図5-2.1(1) 現地調査（平成14・15年度実施)地点図 
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イ 騒音 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の騒音の状況把握 
・地域の交通量概況の把握 
・予測のための交通量データの把握 

 

(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 

(ｳ) 現地調査（平成17年度実施） 

内  容 方  法 地  点 頻  度 

・事業計画地敷地境界１点(N１) 
・周辺民家（N2、3） 

平成17年度 
1回(平日) 

24時間測定 

環境騒音レベル JIS C 1502に規定します普
通騒音計を用いたJIS Z 
8731に規定する方法 

・新設路線搬出入ルート上2地点 
(N14、15) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

道路交通騒音レ
ベル 

JIS C 1502に規定します普
通騒音計を用いたJIS Z 
8731に規定する方法 

・現路線搬出入ルート上7地点(N4～7、11
～13) 
・新設路線搬出入ルート上3地点(N8、9、
10) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

交通量 小型車、大型車、収集車、
二輪車の4車種分類で実施 

・現路線搬出入ルート上5地点 
(T3、6、7、11、13) 

・新設路線搬出入ルート上3地点(T8、9、
10) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

 

(ｴ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

現工場解体工事 

建設機械の稼動 

騒音伝搬モデルによる距
離減衰式 

事業計画地敷地
境界及び周辺地
域(N1、N2、N3) 

工事の実施 

工
場
建
替
本
体
工
事 

工事用車両等の運
行 

日本音響学会による道路
交通騒音予測式(ASJ 
RTN-Model 2003) 

工事用車両等の
運行ルート沿道 
(N5、N11、N12、
N13) 

工事による影
響が最大とな
る時期 

施設の稼動 騒音伝搬モデルによる距
離減衰式 

事業計画地敷地
境界及び周辺地
域(N1、N2、N3) 

存在・供用 ごみ収集車等の運行 

騒音レベル 

日本音響学会による道路
交通騒音予測式(ASJ 
RTN-Model 2003) 

ごみ収集車等の
運行ルート沿道 
（N4、N5、N8、N9、
N10、N11、N12、N13、
N14、N15） 

施設が定常的
な稼働となる
時期 
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(ｵ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討するとともに、 
環境基準との整合性が図られているか否かについても検討します。 
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ウ 振動 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の振動の状況把握 
 

(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 

(ｳ) 現地調査（平成17年度実施） 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

・事業計画地敷地境界１点(N１) 
・周辺民家（N2、3） 

平成17年度 
1回(平日) 
24時間測定 

環境振動レベル JIS C 1510に規定します振動レベ
ル計を用いたJIS Z 8735に規定す
る方法 

・新設路線搬出入ルート上2地点 
(N14、15) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

道路交通振動レ
ベル 

JIS C 1510に規定します振動レベ
ル計を用いたJIS Z 8735に規定す
る方法 

・現路線搬出入ルート上7地点(N4～
7、11～13) 
・新設路線搬出入ルート上3地点
(N8、9、10) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

地盤卓越振動数 道路環境影響評価の技術手法(平
成12年(財)道路環境研究所)に示
されている方法（N14、N15につい
ては、予測地域の地盤のN値より
推定） 

・現路線搬出入ルート上7地点(N4～
7、11～13) 
・新設路線搬出入ルート上5地点
(N8、9、10、14、15) 

平成17年度 
2回(平日、休日) 
24時間測定 

 

(ｴ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

現工場解体工事 

建設機械の稼動 

距離減衰式 
 

事業計画地敷地
境界及び周辺地
域（N1、N2、N3） 

工事の実施 

工
場
建
替
本
体
工
事 

工事用車両等の運
行 

建設省土木研究所提案式 
 

工事用車両等の
運行ルート沿道
(N5、N11、N12、
N13)  

工事による影響
が最大となる時
期 

施設の稼動 距離減衰式 事業計画地敷地
境界及び周辺地
域（N1、N2、N3） 

存在・供用 
ごみ収集車等の運行 

振動レベル 

建設省土木研究所提案式 ごみ収集車等の
運行ルート沿道 
（N4、N5、N8、N9、
N10、N11、N12、N13、
N14、N15） 

施設が定常的な
稼働となる時期 
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(ｵ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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T10 

T3 

N1 
N2 

N3 

N4 

N13 

T6 N5 

N7 

N12 

N11 

N10 

N14 

T11 

N15 

T13 

N6 

N8 

N9 

T8 

T9 

T7 

凡 例 

 事業計画地 
 騒音･振動(道路交通)(N4～13) 
 騒音･振動(環境)(N1～3,14,15) 
 交通量(T3,6～11,13) 
 

図5-2.1(2) 現地調査（平成17年度実施）地点図 



-   - 95 

エ 悪臭 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の悪臭の状況把握 

 

(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 

 

(ｳ) 現地調査（平成17年度実施） 

内  容 方  法 地  点 頻  度 

・事業計画地敷地境界1地点 
(S) 

平成17年度 
1回（夏） 

臭気指数 臭気指数及び臭気排出強度の
算定の方法(平成7年環境庁告示
第63号)に規定する方法 

・類似施設の排出ガス１地点 平成17年度 
1回 

 

(ｴ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

施設の稼働 
(排出ガス) 

臭気指数 悪臭防止法施行規則
（昭和47年総理府令第
39号）に規定する大気
拡散式 

事業計画地周辺 
(最大濃度出現地点) 

施設が定常的な
稼働となる時期 

施設の稼働 
(施設から
の漏洩) 

臭気指数 事例の引用及び環境保
全措置の内容の解析 

事業計画地敷地境界
及び周辺地域 

施設が定常的な
稼働となる時期 存在・供用 

ごみ収集車
の運行 

ごみ収集車か
らの悪臭 

事例の引用及び環境保
全措置の内容の解析 

ごみ収集車の運行ル
ート沿道 

施設が定常的な
稼働となる時期 

 

(ｵ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討するとともに、
規制基準等との整合性が図られているか否かについても検討します。 
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② 水環境 

ア 水質 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の水質の状況把握 
・予測、評価のためのバックグラウンド濃度等の把握 

 
(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 
｢公共用水域等の水質測定結果報告書｣（広島県）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 

(ｳ) 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 期  間 

環境基準のうち
浮遊物質量(SS)
等の生活環境項
目※1 
環境基準のうち
栄養塩類項目※2 

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境
庁告示第59号)に規定する方法 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及
び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環境庁告
示第68号)に規定する方法 

平成14～15年度 
4季 
(SSは降雨時にも
実施) 

環境基準のうち
健康項目※3 

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境
庁告示第59号)に規定する方法 

特殊項目※4 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
に規定する方法 

有機ﾘﾝ 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和
49年環境庁告示第64号)に規定する方法 

そ
の
他
の
項
目 

ﾘﾝ酸態ﾘﾝ JIS K 0102に規定する方法 

水 
 

質 

 環境ﾎﾙﾓﾝ等※5 ※5に示す項目ごとに示されている方法 

平成14～15年度 
1季(低水期) 

流  量 
JIS K 0094に規定する方法 

事業計画地下流
河川3地点 
(W1～3) 

平成14～15年度 
4季 

※1 pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数 
※2 全窒素、全ﾘﾝ 
※3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ﾋ素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、四塩化炭素、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、1、2-ｼﾞｸﾛﾛ

ｴﾀﾝ、1、1、1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1、1、2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1、1-ｼ ｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1、2-ｼ ｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1、3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞ
ﾝ(CAT)、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ゙ (ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌ )゙、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素 

※4 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶ゙ ﾝ、全ｸﾛﾑ、ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 
※5 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾ ﾝ゙、ﾍ ﾝ゙ｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ、ﾍﾞﾝｿ ﾌ゙ｪﾉﾝ、ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ：外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定ﾏﾆｭｱﾙ(水質、底質、水生生物)(平

成10年10月)に規定する方法 
ｴﾁﾚﾝ：要調査項目等調査ﾏﾆｭｱﾙ(水質、底質、水生生物)(平成11年12月)に規定する方法に準じる方法 
ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ、ﾍ゙ ﾝｿﾞ(a)ｱﾝﾄﾗｾﾝ：外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定ﾏﾆｭｱﾙ(水質、底質、水生生物)(平成10年10月)に規定する
方法に準じる方法 
 

(ｴ) 予測 
内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の
実施 

水の濁り 浮遊物質量(SS)の濃度 沈降理論式 事業計画地下
流河川 

工事中におけ
る降雨時 
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(ｵ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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図5-2.1(3) 現地調査（平成14・15年度実施及び平成17年度実施)地点図 

S 

W1 

W3 

凡 例 

 事業計画地 
 悪臭(S) 
 河川水質(W1～3) 
 

凡 例 

W2 
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③ 土壌環境 

ア 土壌汚染 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の土壌汚染の状況把握 

 
(ｲ) 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢広島市の環境｣（広島市）※ 

※環境影響評価準備書作成時における最新版を用いる 

(ｳ) 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

土壌特性等※1 ※1に示す項目ごとに示されている
方法 

・ 森林土壌 5 地点 × 3 層 
(Fs1～5) 

・ 農地土壌 4 地点 × 1 層 
(As1～4) 

平成14～15年度 
1回 

土壌環境基準 
27項目※2 

土壌の汚染に係る環境基準について
(平成3年環境庁告示第46号)に規定
する方法 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の
汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準
について(平成11年環境庁告示第68
号)に規定する方法 

環境ﾎﾙﾓﾝ等※3 ※3に示す項目ごとに示されている
方法 

・ 森林土壌 5 地点 × 1 層 
(Fs1～5) 

・ 農地土壌 4 地点 × 1 層 
(As1～4) 

・宅地土壌10地点× 1層 
(E1～10) 

 

平成14～15年度 
1回 

※1 土壌特性：土性、土色、腐植含量、礫含量、pH 
（土壌養分分析法、土壌学概論） 

溶出試験：1N-塩酸可溶重金属  ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、水銀、亜鉛、銅、ﾆｯｹﾙ、ﾏﾝｶ゙ ﾝ、ｸﾛﾑ、ﾋ素 
     0.1N-塩酸可溶重金属  銅 

(ICP発光分析法、原子吸光法、吸光光度法) 
含有量試験：ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ、ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ、ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、ﾋ素、水銀、亜鉛、銅、ﾆｯｹﾙ、ｺﾊ ﾙ゙ﾄ、ﾏﾝｶﾞﾝ、ｸﾛﾑ 

(酸分解－ICP発光分析法、酸分解－原子吸光法) 

※2 土壌環境基準27項目：ｶﾄ゙ ﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、有機ﾘﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ﾋ素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、銅、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1、
2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1、1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1、1、1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1、1、2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1、3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ふっ素、ほう素 

※3 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾ ﾝ゙、ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ、ﾍ゙ ﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ、ﾍﾞﾝｿ ﾌ゙ｪﾉﾝ、ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ｱﾝﾄﾗｾﾝ：外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定
ﾏﾆｭｱﾙ(水質、底質、水生生物)(平成10年10月)に規定する方法に準ずる方法 
ｴﾁﾚﾝ：ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC-MSによる分析 

 

(ｴ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の実施 
現工場解体工事 事例の引用又

は解析 
現工場解体工事
による影響が最大
となる時期 

存在・供用 
施設の稼働 

土壌汚染 

土壌調査結果
及び大気質予
測結果の解析 

事業計画地周
辺 

施設が定常的な
稼働となる時期 

 
 

(ｵ) 評価 
評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討するとともに、
環境基準との整合性が図れているか否かについても検討します。 
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図5-2.1(4) 現地調査（平成14・15年度実施)地点図 

E1 

凡 例 

 事業計画地 
 森林土壌(Fs1～5) 
 農地土壌(As1～4) 
 宅地土壌(E1～10) 
 

E2 

E10 

Fs3 

Fs4 

Fs5 

As1 

As2 

As4 

2.0㎞ 

1.0㎞ 

0.5㎞ 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 
E8 

E9 

Fs2 

Fs1 

As3 
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④ その他の環境要素 

ア 日照阻害 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の日照状況の把握 

 

(ｲ) 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

冬至日における日影時間 

建築物等の状況 

現地踏査及び既存資料調査 事業計画地周辺 平成14年度 
1回 

 

(ｳ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・供用 施設の存在 冬至日におけ
る日影時間 

太陽高度と建築物の形状
から日影を求める理論式 

事業計画地周辺 施設完成時 

 

(ｴ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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イ 電波障害 

(ｱ) 調査目的 

・事業計画地周辺の電波受信状況の把握 

 

(ｲ) 現地調査（平成17年度実施） 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

電波受信状況 

建築物等の状況 

現地踏査及び既存資料調査 事業計画地周辺 平成1７年度 
1回 

 

(ｳ) 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・供用 施設の存在 受信障害の程
度 

遮蔽障害予測式及び反射
障害予測式 

事業計画地周辺 施設完成時 

 

(ｴ) 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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(3) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

① 動物 

ア 調査目的 

・事業計画地周辺の動物の生息状況の把握 

 

イ 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢アイエス西部丘陵都市開発事業に係る環境影響評価書｣（平成8年,アイエス株式会社） 
｢広島市の生物－まもりたい生命の営み－｣（平成12年,広島市） 

 

ウ 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

現地ﾋｱﾘﾝｸﾞ、目視確認、 
ﾌｨｰﾙﾄ゙ ｻｲﾝ 

事業計画地周辺 
平成14～15年度 
1回×4季 

哺乳類 

ﾗｯﾄﾄﾗｯﾌﾟ 事業計画地周辺3地点(A、B、C) 
平成14年度 
1回（秋） 

ﾙｰﾄｾﾝｻｽ 事業計画地周辺2ﾙｰﾄ(R1、2) 

定点ｾﾝｻｽ 事業計画地周辺2地点(P1、2) 

平成14～15年度 
2回(冬、春) 

鳥類 

任意観察 事業計画地周辺 
平成14～15年度 
1回×4季 

両生類、爬虫類 目視観察、捕獲確認 事業計画地周辺 
平成14～15年度 
1回×3季 
（春、夏、秋） 

ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ、ﾍ ｲ゙ﾄﾄﾗｯﾌﾟ 事業計画地周辺3地点(A、B、C) 
平成14～15年度 
１回(夏) 

昆虫類 
任意採取、目視観察 事業計画地周辺 

平成14～15年度 
1回×3季 
（春、夏、秋） 

目視観察、ﾓﾝﾄﾞﾘ法、ﾀﾓ網法 事業計画地周辺6地点(F1～6) 
魚類 

ﾀﾓ網法 事業計画地周辺 

平成14年度 
1回（夏） 

定量採取 
事業計画地周辺河川7地点 
(b1～7) 

水生生物 

水生昆虫 
任意採取 事業計画地周辺 

平成14年度 
1回(春) 

注1：「モンドリ法」「タモ網法」とは、手網を用いて魚類を任意に捕獲し、種類を確認する方法。 
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エ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の
実施 

現工場解体工
事 
建設機械の稼
動 

工事中の騒音振動によ
る貴重な動物の繁殖へ
の影響 

工事期間中 

存在・ 
供用 

地形改変後の
土地及び施設
の存在 
施設の稼働 

貴重な動物及びその生
息環境の消滅並びに改
変の程度 

科学的知見及び類似事例
による予測 

 

事業計画地周
辺 

施設が定常的な稼
働となる時期 

 

オ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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② 植物 

ア 調査目的 

・事業計画地周辺の植物の生育状況の把握 

 

イ 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢アイエス西部丘陵都市開発事業に係る環境影響評価書｣（平成8年,アイエス株式会社） 
｢広島市の生物－まもりたい生命の営み－｣（平成12年,広島市） 

 

ウ 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

植物相及び貴重種 
現地踏査により、生育している植物（維管束
植物）のリストアップを行う。 

事業計画地周辺 
平成14～15年度 
1回×3季 
（春、夏、秋） 

植物群落及び貴重群
落（指標植物） 

植物社会学的植生調査法による調査を行う。 
事業計画地周辺 
5地点(V1～5) 

平成14年度 
２回(夏、秋) 

現存植生（松枯れ分
布など） 

空中写真の判読及び植生調査時の活力度の
測定を行う。 

事業計画地周辺 
平成14年度 
１回(夏) 

注1： 植物社会学的植生調査法とは、植生の状況を把握するための手法の1つである。実際には、一辺が1～20m程度の方形枠
を現地見立て、枠内に出現する全ての種について、その被度及び群度を記録します。なお、被度とは、植物体地上部の地
表面に対する、各種の広がりの度合いを6階級に区分したものであり、群度とは、植物の群生の状態を示す尺度を5段階に
評価するものである。 

注2： 活力度とは、植物個体の生育状態を評価しますものであり、調査対象となる植物体の樹勢、樹形、枝の伸長量、梢端の
枯損、枝葉の密度、葉色の各項目について総合的な評価を行う。 

 

エ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

貴重な植物及
びその生育環
境の消滅並び
に改変の程度 存在・ 

供用 

地形改変後の
土地及び施設
の存在 
施設の稼働 

松枯れの状況 

科学的知見及び類似事例
による予測 

事業計画地周辺 施設が定常的な稼
働となる時期 

 

オ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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③ 生態系 

ア 調査目的 

・事業計画地周辺の生態系の把握 

 

イ 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢安佐南工場環境影響評価業務報告書｣（平成9年,広島市） 
｢アイエス西部丘陵都市開発事業に係る環境影響評価書｣（平成8年,アイエス株式会社） 

 

ウ 現地調査（平成14・15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 
 

頻  度   

生態系 動植物その他の自然環境に係る概況及び複
数の注目種等の生態と他の動植物との関連
性を把握します。 

事業計画地周辺 平成14～15年度 
4回（春、夏、秋、
冬） 

 

エ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の実
施 

現工場解体工
事 
建設機械の稼
動 

騒音振動によ
る動物の繁殖
への影響によ
る生態系の変
化 

工事期間中 

存在・ 
供用 

地形改変後の
土地及び施設
の存在 
施設の稼働 

施設の出現に
よる生態系の
構造や関連性 

注目種等について、分布生
育環境･生息環境の改変の
程度を踏まえ、科学的知見
及び類似事例による予測 

事業計画地周辺地
域 

施設が定常的な稼
働となる時期 

 

オ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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図5-2.1(5) 現地調査（平成14・15年度実施及び平成17年度実施)地点図 

凡 例 

 事業計画地 

 鳥類ルートセンサス(R1,2) 

  鳥類定点センサス(P1,2) 

  哺乳類・昆虫類(A～C) 

  魚類(F1～6) 

  水生昆虫(b1～7) 

  指標植物(V1～5) 

 景観(L1～5) 

L2 

L1 

L3 

L4 
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B 

C 

F1 

F2 
F3 

F4 F5 
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1.0㎞ 
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R2 L5 
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b1 
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(4) 人と自然との豊かな触れ合いの確保 

① 景観 

ア 調査目的 

・事業計画地周辺からの景観の状況の把握 

 

イ 現地調査（平成14年度実施及び平成17年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度  

主要な眺望点の状況 

景観資源の状況 

主要な眺望景観の状況 

現地踏査及び写真撮影 事業計画地周辺5
地点(L1～5) 

平成17年度 
1回 
 
 

住民等が有する固有価値の
把握 

ヒアリング調査 事業計画地周辺 平成14年度 
1回 

 

ウ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・ 
供用 

地形改変後の
土地及び施設
の存在 

景観構成要素の
消滅の有無及び
改変の程度 

フォトモンタージュの作
成 

事業計画地周辺地
域 

施設の稼動時 

 

エ 評価 

評 価 の 手 法 

施設の意匠、周辺緑化等により実行可能な範囲で、できる限り周辺景観への調和が取れているか否
かを検討します。 
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② 人と自然との触れ合いの活動の場 

ア 調査目的 

・事業計画地周辺の人と自然との触れ合いの活動の場の状況の把握 

 

イ 文献調査 

文 献 資 料 名 

｢中国自然歩道マップ｣（昭和58年,広島県） 
｢ふるさと いきものの里 100選｣（平成元年,株式会社ぎょうせい） 

 

ウ 現地調査（平成14年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度   

人と自然の触れ合いの活動の
場の状況 
主要な人と自然との触れ合い
の活動の場の分布、利用状況
及び利用環境の状況 

現地調査による情報の収集並びに
当該情報の整理及び解析 

住民等が有する固有価値 ヒアリング調査 

事業計画地周辺 平成14年度 
1回 

 

エ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

現工場解体工事 

工 事 の
実施 工事用車両等の

運行 

工事用車両
等の運行に
よる影響 

存在・ 
供用 

ごみ収集車等の
運行 

ごみ収集車
等の運行に
よる影響 

人と自然との触れ合いの
活動の場の利用性の変
化、快適性の変化につい
てその変化の程度を予測
します。 

事業計画地周辺
地域 

工事期間中及び
施設が定常的な
稼働となる時期 

 

オ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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(5) 環境への負荷 

① 廃棄物等 

ア 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

現工場解体工事 建設副産物 
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類汚染物 

工事の実施 造成及び建設工
事の施工による
一時的な影響 

建設副産物 
残土 

工事期間中 

存在・供用 
廃棄物の発生 一般廃棄物 

(溶融スラグ等) 

事業計画に基づき発
生量を予測します。 

事業計画地 

施設が定常的な稼
働となる時期 

 

イ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 

 

② 温室効果ガス等 

ア 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・供用 
施設の稼働 二酸化炭素、 

一酸化二窒素 
事業計画に基づき発
生量を予測します。 

事業計画地 施設が定常的な
稼働となる時期 

 

イ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討するとともに、
国又は地方公共団体の施策との整合について検討します。 
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(6) 地域イメージ 

① 調査目的 

地域住民が日常的に抱いている地域に対するイメージ（以下「地域イメージ」という。）の把握 
事業の実施による地域イメージへの影響を予測・評価するために必要なデータの把握 

 

② 現地調査（平成15年度実施) 

内  容 方  法 地  点 頻  度 

地域イメージ 
事業実施による地域イメー
ジへの影響 

アンケート調査 事業計画地周辺 
既設地域※ 
市全域 

平成15年度 
1回 

  ※既に清掃工場が立地している地区 

③ 予測 

内  容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

施設の存在 

施設の稼動 
存在・供用 

廃棄物の搬出入 

施設の存在・稼動
及びごみ収集車の
運行に伴う地域イ
メージへの影響 

アンケート調査結果
の解析 

事業計画地周
辺 

施設が定常的な稼
働となる時期 

 

④ 評価 

評 価 の 手 法 

環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減されているか否かを検討します。 
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(7) 健康と保健 

① 調査目的 

・事業計画地周辺住民の年齢別人口の把握 
・事業計画地周辺環境の現況把握 
・事業計画地周辺住民の疾病状況の把握 
・現安佐南工場と新安佐南工場の比較 

 

② 文献調査 

文献資料名 

住民基本台帳による広島市の年齢別人口（広島市）（平成11年度～平成13年度） 
広島市の環境（広島市）（平成12年度版～平成14年度版） 
保健衛生概要（広島市）（平成12年度版～平成14年度版） 
学校保健統計調査結果報告（広島市）（平成11年度～平成13年度） 
広島市医師会腫瘍統計年次報告書（広島市医師会）（平成13年度） 

 

③ 検討 

内  容 検討事項 検討方法 検討地域 検討時期 

存在・供用 

施設の稼動 施設の稼動に伴う
健康と保健への影
響 

・ 事業計画地周辺の大気質の
状況を広島市全域及び安佐
南区全域と比較し、事業計
画地周辺の環境の状況を検
討します。 

・ 事業計画地周辺と広島市全
域及び安佐南区全域の疾病
状況を比較し、事業計画地
周辺に意味のある差がある
かを検討します。 

・ 疾病状況の検討及び現安佐
南工場と新安佐南工場の比
較を参考に、事業の実施が
事業計画地周辺住民の健康
に及ぼす影響について検討
します。 

事業計画地周
辺 

施設が定常的
な稼働となる
時期 
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第６章 事業に係る許認可、届出等 

本事業の実施に際して必要な許認可、届出等の種類及び根拠となる法令の規定並びに当該許認

可等を行う者の名称は表6.1に示すとおりです。 

 

表6.1 本事業に係る許認可等 

№ 許認可等 根拠法令 許認可等を行う者 

1 一般廃棄物処理施設廃止届出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 広島市長 

2 解体工事計画届 労働安全衛生法 
広島北労働基準監

督署長 

3 
廃棄物処理施設の財産処分承
認申請 

補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律 

環境大臣 

4 計画通知書 建築基準法 
広島市安佐南区 

建築主事 

5 一般廃棄物処理施設設置届出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 広島市長 

6 ばい煙発生施設設置届 大気汚染防止法 広島市長 

7 特定施設設置届 ダイオキシン類対策特別措置法 広島市長 

8 特定施設設置届 騒音規制法 広島市長 

9 特定施設設置届 振動規制法 広島市長 

10 特定施設設置届 水質汚濁防止法 広島市長 

11 特定施設設置届 下水道法 広島市長 

12 航空障害標識設置届 航空法 大阪航空局長 

13 工事計画認可申請書 電気事業法 中国経済産業局長 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 Ｉ１４－２００５－０７５ 

名 称 安佐南工場建替事業に係る環境影響評価実施計画書 

主管課及び 

所 在 地 

広島市環境局施設部施設課 

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 

電話(082)504-2211 
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